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事業者の責務
事業者は、その事業により暴力団
を利することとならないよう努める
とともに、市が実施する暴力団排除
活動に関する施策に協力するよう努
めるものとします。

市民等に対する支援
市は、市民等が相互に連携協力を
図りながら、自主的に暴力団排除活
動に取り組むことができるように、
市民等に対し情報の提供その他の必
要な支援を行います。

青少年に対する教育のための措置
市立中学校の生徒に対し、暴力団
に加入せず、また、暴力団員による
犯罪の被害を受けないようにするた
めの教育が必要に応じて行われるよ
う市は、適切な措置を講じます。

市民の責務
市民は、相互に連携協力を図りな
がら、自主的に暴力団排除活動に取
り組むとともに、市が実施する暴力
団排除活動に関する施策に協力する
よう努めるものとします。

市の事業における措置
市は、その公共工事その他の市の
事業により暴力団を利することとな
らないよう必要な措置を講じます。

国および他の地方公共団体との連携
市は、暴力団排除活動の推進に当
たっては、国および他の地方公共団
体と連携を図ります。

市の責務
市は、市民等の協力を得るととも
に、埼玉県および暴力団員による不
当な行為の防止を目的とする団体と
連携し、暴力団排除活動に関する施
策を総合的かつ計画的に実施します。

運用上の注意
市民の権利を不当に侵害しないよ
うに留意します。

啓発活動および広報活動
市は、市民等が暴力団排除活動の
重要性について理解を深めることが
できるよう、暴力団の活動実態の市
民等への周知その他の広報活動およ
び啓発活動を行います。

暴力団に関する相談
朝霞警察署刑事課 �４６５―０１１０
埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター �０４８―８３４―２１４０

理念／暴力団排除活動は、暴力団が市民生活および社会経済
活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体とし
て認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金
を提供しないことおよび暴力団を利用しないことを基本と
して、市、市民および事業者の連携協力の下に推進されな
ければならないこととします。
また、だれであっても、暴力団員または暴力団関係者と
不適切な関係をもたないようにしなければなりません。

朝霞市暴力団排除条例に関すること
問／危機管理課 内２３７３ �４６３―１７８８

条例の内容／

目的／暴力団を排除するための活動の
推進に関して、基本理念を定め、市、
市民および事業者の責務を明らかに
するとともに、暴力団排除活動を推
進するために必要な事項を定めるこ
とにより、市民生活の安全と平穏を
確保し、社会経済活動の健全な発展
に寄与することを目的とします。
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